
（単位：円）

○ 〔　〕内は掛金等の率になります。

○ 介護保険は、40歳到達月から65歳到達月の前月まで算定します。

○ 厚生年金保険は、70歳到達日の前月まで算定します。

○ 厚生年金保険料（退職等年金掛金）については、標準報酬月額の上限は31(30)等級となり、報酬月額605,000円以上は全て31（30）等級となります。

○ 厚生年金保険料のみ、標準報酬月額の下限88,000円が1等級となります。

○ 端数処理については、各項目ごとに円未満の端数を切捨てます。

○ 短期掛金の75歳以上の区分は、75歳の誕生日の月から算定します。
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標準報酬等級表と掛金等の額（平成31年4月1日現在）
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